
　平素は本市の教育・保育行政にご理解ご協力いただき、ありがとうございます。

　鶴舞こども園については、令和２年４月より民間移管を実施し、「公私連携幼保連携型認定

こども園　鶴舞やまとこども園」として運営が開始されています。

　この度、鶴舞やまとこども園育友会、社会福祉法人郡山双葉会、奈良市において令和４年度

第一回目となる三者協議会を開催いたしましたので皆様にお知らせいたします。

【三者協議会概要】

　日　　時：令和４年１１月２４日（木）

　場　　所：鶴舞やまとこども園子育て支援室

　協議事項：（1）学校評価アンケートについて

　　　　　　（2）重要事項説明書の変更について

　　　　　　（3）その他

　報告事項：（1）交差点の看板設置の現状報告

三者協議会の内容について

◇学校評価アンケートについて

＜法人より＞

・

・

・

＜奈良市より＞

・

◇重要事項説明書の変更について

＜法人より＞

・

・

◇幼稚園利用者の長期休業期間の預かり料金について

＜法人より＞

・

幼稚園利用の入園希望者について、他園との併願を希望されている場合に、保育園利用の園児募集
の際に新たに受け入れが可能となる人数に影響があるため、「入園辞退者は速やかに園に連絡いた
だきたい」との文言を追加します。

昨年度紙面配布していたアンケートを、今年度はコドモンを活用したオンラインでの実施に変更し
ます。

アンケートは12月16日～23日の間で実施し、結果は1月11日にコドモン配信し、クラス懇談会
での説明や質問に対しては個別対応もする予定です。

記述式の意見については、育友会及び奈良市とも共有し、個人が特定される意見などは公表を控え
ます。

園のアンケートに併せて、市の方でも保護者の皆様の意見を伺う機会として、自由記述式のアン
ケート配布を予定しています。いただいた意見については、園と共有し、主だった意見に関しては
書面での回答を予定しています。

幼稚園利用者の園児募集の際に、定員を超過した際の優先順位について、第一優先の「きょうだ
い」を「本人及びきょうだい」との記載に変更する予定です。これについては、保育利用で在園し
ている園児が認定変更を行い、幼稚園利用の一斉募集の際に入園希望することを見越して追加する
ものです。

幼稚園利用者の預かり保育料金（500円/1回）については、入園のしおりに記載し、入園説明会で
も説明していましたが、長期休業期間の9:00～14:00の間に利用された方の利用料が徴収出来て
いないことが判明しました。そのため、令和4年度の冬休みから適切に徴収可能なように修正しま
す。なお、今までご利用された費用の追加徴収は行いません。
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・

◇交差点の看板設置の現状報告について

＜法人より＞

・

◇その他の事項について

＜法人より＞

・

・

＜育友会より＞

・

・

➢

[ 担当 ]　社会福祉法人郡山双葉会 （担当）生田 [ 担当課 ]　 奈良市子ども政策課

鶴舞やまとこども園 （担当）畑山・幸田 （担当）小林・髙野

[ TEL ] 0742-45-4753 [ TEL ] 0742-34-4792

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 鶴舞やまとこども園HP ] https://koriyamafutabakai.or.jp/introduction/tsurumai-yamatokodomoen/

[ 幼保再編に関するHP ] https://www.city.nara.lg.jp/site/youho-saihen/9811.html

給食について、長期休暇中に預かり保育を利用した場合、保育料と給食費も必要となれば、費用面
からも利用を控えようとする考え方もあるかもしれないので、長期休暇中の給食については現在の
ようにお弁当も選択できることが助かっています。

コドモンの資料室について、過去の資料なども閲覧可能となっているので、公開時期を限定するか
不必要なものは削除いただくなど、情報を整理いただきたいです。

(法人)　内容を確認し、不要なものは削除するなどで対応します。

重要事項説明書に長期休業期間中の預かり利用料の記載がありませんでしたので、追記します。

園の駐車場が完成した後、当園に関係のない車が駐車場内に侵入してくることが度々ありました。
この対策として、園の南にある交差点に看板を設置するという提案をいただき、検討を進めていま
したが、園の敷地内に園名を表示することなどにより、進入車両はかなり減少しています。このこ
とから、現状は経過観察しているところです。

「おやつ代」を徴収して行事の際などの「おやつ」を提供していますが、行事食については現状給
食で取り入れており、また日によっては「おやつ、給食、おやつ」と複数回のおやつが提供される
ことになっています。これにより、給食をしっかりと食べられない園児がいるなど、バランスの取
れた栄養摂取という面からも、「おやつ代」を廃止しておやつの提供を1回にできないか検討して
います。

長期休業期間の預かり利用の際の給食について、現状「お弁当若しくは給食」の選択が可能となっ
ていますが、保管や提供の際の管理の面からも「給食」に統一できないか考えています。これにつ
いても今後検討していきたいと考えています。

鶴舞やまとこども園に関する問合せ 民間移管に関する問合せ
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